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兵庫県告示第65号 

 平成９年兵庫県告示第443号（口頭により開示請求をすることができる個人情報の指定）の一部を次のように

改正し、平成31年４月１日から施行する。 

  平成31年１月29日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

表中 

「 

毒物劇物取扱者試験 科目別得点及び総

合得点 

同上 薬務課 

登録販売者試験 同上 同上 同上 

」 

を削る。 

 

兵庫県告示第66号 

青少年愛護条例（昭和38年兵庫県条例第17号）第11条第１項の規定により、有害興行として次のものを指定

する。 

平成31年１月29日 

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 平成31年１月29日 火曜日  第 3075 号 
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                                       兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定理由 

著しく性的感情を刺激し、著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、著しく恐怖心を与え、

又は犯罪若しくは自殺を誘発し、若しくは助長する描写、音声などが多く、青少年に観覧

させることは、その健全な育成を阻害するものと認める。 

種  別 名       称 制作・配給会社 

映  画 

 

同 

 

同 

 

同 

 

同 

豊満ＯＬ 寝取られ人事 

 

かちんこ！平成任侠外伝 

 

手ごめにされた新妻 夫と義夫と･･･ 

 

師匠の女将さん いじりいじられ 

 

火口のふたり 

オーピー映画 

 

オーピー映画 

 

新東宝映画 

 

オーピー映画 

 

ファントム・フィルム 

 

 

兵庫県告示第67号  

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。 

  平成31年１月29日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

土地改良区の名称 認可年月日 

神戸市栄・木幡土地改良区 平成31年１月７日 

 

 

兵庫県告示第68号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、兵庫県知事から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成31年１月29日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（２級基準点測量） 

２ 作業期間 

平成30年３月24日から平成31年１月31日まで 

３ 作業地域 

姫路市夢前町古瀬畑地内 

 

兵庫県告示第69号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、兵庫県知事から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成31年１月29日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（２級基準点測量、３級基準点測量及び４級基準点測量） 

２ 作業期間 

平成30年８月28日から同年11月30日まで 
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３ 作業地域 

上郡町尾長谷地内 

 

兵庫県告示第70号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、たつの市長から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成31年１月29日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（道路台帳図データ更新） 

２ 作業期間 

平成31年１月23日から同年３月20日まで 

３ 作業地域 

たつの市の一部 

 

兵庫県告示第71号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、独立行政法人都市

再生機構西日本支社理事兼支社長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成31年１月29日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（４級基準点測量） 

２ 作業期間 

平成31年１月７日から同年３月10日まで 

３ 作業地域 

神戸市長田区大丸町地内 

 

兵庫県告示第72号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、神戸市長から次の

とおり公共測量が終了した旨の通知があった。 

平成31年１月29日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（３級基準点測量） 

２ 作業期間 

平成30年８月15日から同年９月30日まで 

３ 作業地域 

神戸市西区井吹台北町及び櫨谷町地内 

 

兵庫県告示第73号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の

規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。 

平成31年１月29日 

                                  兵庫県知事 井 戸 敏 三  

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 
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八幡西Ⅰ-２ 

（125040282） 
南あわじ市賀集八幡（別図１のとおり） 急傾斜地の崩壊 

福良東一丁目Ⅰ-２ 

（125040283) 
南あわじ市福良（別図２のとおり） 急傾斜地の崩壊 

沼島(2)Ⅰ-２ 

（125040284) 
南あわじ市沼島（別図３のとおり） 急傾斜地の崩壊 

岡ノ坂Ⅰ-２ 

（125040285) 
南あわじ市沼島（別図４のとおり） 急傾斜地の崩壊 

奥小路Ⅰ-２ 

（125040286) 
南あわじ市沼島（別図５のとおり） 急傾斜地の崩壊 

小水ノ浦Ⅰ-２ 

（125040287) 
南あわじ市沼島（別図６のとおり） 急傾斜地の崩壊 

（別図１から別図６までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、淡路県民局洲本土木事務所及び南あわ

じ市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第74号 

 平成23年兵庫県告示第228号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。 

平成31年１月29日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

八幡西Ⅰ（125040002）の項中別図２、福良東一丁目Ⅰ（125040047）の項中別図47、浜(1)Ⅰ（125040058）

の項中別図58、浜(2)Ⅰ（125040059）の項中別図59、鳥取(2)Ⅱ（125040105）の項中別図105、沼島(2)Ⅰ（125040275）

の項中別図275、岡ノ坂Ⅰ（125040277）の項中別図277、奥小路Ⅰ（125040279）の項中別図279、小水ノ浦Ⅰ

（125040280）の項中別図280、八幡西川Ⅰ（225040001）の項中別図282を次の図面のとおり改める。 

（「次の図面」は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、淡路県民局洲本土木事務所及び南あわじ市役所に

備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第75号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第６項の

規定により、平成20年兵庫県告示第691号（土砂災害警戒区域の指定）の一部について、次のとおり指定を解除

する。 

平成31年１月29日 

                                  兵庫県知事 井 戸 敏 三  

名   称 指定を解除する区域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

大宗(2)Ⅱ 

（111000021） 
加古川市志方町大宗（別図21のとおり） 急傾斜地の崩壊 

（別図21は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、東播磨県民局加古川土木事務所及び加古川市役所に備

え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第76号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の

規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。 
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平成31年１月29日 

                                  兵庫県知事 井 戸 敏 三  

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

八幡南Ⅰ 

（125040001） 

南あわじ市賀集八幡南（別

図１のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図１のとおり 

八幡西Ⅰ 

（125040002） 

南あわじ市賀集八幡（別図

２のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図２のとおり 

八幡西(1)Ⅱ 

（125040004） 

南あわじ市賀集八幡（別図

３のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図３のとおり 

八幡西(2)Ⅱ 

（125040005） 

南あわじ市賀集八幡（別図

４のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図４のとおり 

八幡西(3)Ⅱ 

（125040006） 

南あわじ市賀集八幡（別図

５のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図５のとおり 

鍛治屋(1)Ⅱ 

（125040007） 

南あわじ市賀集鍛治屋（別

図６のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図６のとおり 

鍛治屋(3)Ⅱ 

（125040008） 

南あわじ市賀集鍛治屋（別

図７のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図７のとおり 

鍛治屋(4)Ⅱ 

（125040009） 

南あわじ市賀集鍛治屋（別

図８のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図８のとおり 

鍛治屋(5)Ⅱ 

（125040010） 

南あわじ市賀集鍛治屋（別

図９のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図９のとおり 

鍛治屋(6)Ⅱ 

（125040011） 

南あわじ市賀集鍛治屋（別

図10のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図10のとおり 

野田Ⅱ 

（125040012） 

南あわじ市賀集野田（別図

11のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図11のとおり 

牛内(2)Ⅱ 

（125040014） 

南あわじ市賀集牛内（別図

12のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図12のとおり 

牛内(3)Ⅱ 

（125040015） 

南あわじ市賀集長原（別図

13のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図13のとおり 

福井北Ⅱ 

（125040016） 

南あわじ市賀集福井（別図

14のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図14のとおり 

福井(1)Ⅱ 

（125040017） 

南あわじ市賀集福井（別図

15のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図15のとおり 

福井(2)Ⅱ 

（125040018） 

南あわじ市賀集福井（別図

16のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図16のとおり 

生子(1)Ⅱ 

（125040019） 

南あわじ市賀集生子（別図

17のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図17のとおり 
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生子(2)Ⅱ 

（125040020） 

南あわじ市賀集生子（別図

18のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図18のとおり 

生子(3)Ⅱ 

（125040021） 

南あわじ市賀集生子（別図

19のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図19のとおり 

生子(4)Ⅱ 

（125040022） 

南あわじ市賀集生子（別図

20のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図20のとおり 

八幡西Ⅲ 

（125040023） 

南あわじ市賀集八幡（別図

21のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図21のとおり 

鍛治屋Ⅲ 

（125040024） 

南あわじ市賀集鍛治屋（別

図22のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図22のとおり 

野田(2)Ⅲ 

（125040026） 

南あわじ市賀集野田（別図

23のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図23のとおり 

福井北Ⅲ 

（125040027） 

南あわじ市賀集野田（別図

24のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図24のとおり 

牛内(1)Ⅲ 

（125040028） 

南あわじ市賀集牛内（別図

25のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図25のとおり 

牛内(2)Ⅲ 

（125040029） 

南あわじ市賀集牛内（別図

26のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図26のとおり 

牛内(3)Ⅲ 

（125040030） 

南あわじ市賀集牛内（別図

27のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図27のとおり 

福井Ⅲ 

（125040031） 

南あわじ市賀集福井（別図

28のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図28のとおり 

内原(1)Ⅲ 

（125040032） 

南あわじ市賀集福井（別図

29のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図29のとおり 

内原(2)Ⅲ 

（125040033） 

南あわじ市賀集生子（別図

30のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図30のとおり 

内原(3)Ⅲ 

（125040034） 

南あわじ市賀集生子（別図

31のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図31のとおり 

牛内(4)Ⅲ 

（125040035） 

南あわじ市賀集牛内（別図

32のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図32のとおり 

生子Ⅲ 

（125040036） 

南あわじ市賀集生子（別図

33のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図33のとおり 

八幡西(2)Ⅰ 

（125040037） 

南あわじ市福良（別図34の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図34のとおり 

八幡西(3)Ⅰ 

（125040038） 

南あわじ市福良（別図35の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図35のとおり 

八幡西(4)Ⅰ

（125040039） 

南あわじ市福良（別図36の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図36のとおり 

東本町(5)Ⅰ 

（125040040） 

南あわじ市福良（別図37の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図37のとおり 
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東本町(3)Ⅰ 

（125040041） 

南あわじ市福良（別図38の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図38のとおり 

東本町(1)Ⅰ 

（125040042） 

南あわじ市福良（別図39の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図39のとおり 

東本町(2)Ⅰ 

（125040043） 

南あわじ市福良（別図40の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図40のとおり 

福良東一丁目Ⅰ 

（125040047） 

南あわじ市福良（別図41の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図41のとおり 

福良本町(1)Ⅰ 

（125040048） 

南あわじ市福良（別図42の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図42のとおり 

福良本町(2)Ⅰ 

（125040049） 

南あわじ市福良（別図43の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図43のとおり 

北納屋町(1)Ⅰ 

（125040050） 

南あわじ市福良（別図44の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図44のとおり 

北納屋町(3)Ⅰ 

（125040051） 

南あわじ市福良（別図45の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図45のとおり 

北納屋町(2)Ⅰ 

（125040052） 

南あわじ市福良（別図46の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図46のとおり 

福良原田Ⅰ 

（125040053） 

南あわじ市福良（別図47の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図47のとおり 

福良原田(2)Ⅰ 

（125040054） 

南あわじ市福良（別図48の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図48のとおり 

原田Ⅰ 

（125040055） 

南あわじ市福良（別図49の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図49のとおり 

谷川(3)Ⅰ 

（125040057） 

南あわじ市福良（別図50の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図50のとおり 

浜(2)Ⅰ 

（125040059） 

南あわじ市福良（別図51の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図51のとおり 

東十軒家Ⅰ 

（125040060） 

南あわじ市福良（別図52の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図52のとおり 

仁尾(8)Ⅰ 

（125040061） 

南あわじ市福良（別図53の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図53のとおり 

仁尾(3)Ⅰ 

（125040062） 

南あわじ市福良（別図54の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図54のとおり 

仁尾(4)Ⅰ 

（125040064） 

南あわじ市福良（別図55の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図55のとおり 

仁尾(2)Ⅰ 

（125040065） 

南あわじ市福良（別図56の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図56のとおり 

仁尾(1)Ⅰ 

（125040066） 

南あわじ市福良（別図57の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図57のとおり 
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仁尾(9)Ⅰ 

（125040067） 

南あわじ市福良（別図58の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図58のとおり 

仁尾(6)Ⅰ 

（125040068） 

南あわじ市福良（別図59の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図59のとおり 

仁尾(7)Ⅰ 

（125040069） 

南あわじ市福良（別図60の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図60のとおり 

仁尾(10)Ⅰ 

（125040070） 

南あわじ市福良（別図61の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図61のとおり 

仁尾(11)Ⅰ 

（125040071） 

南あわじ市福良（別図62の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図62のとおり 

西谷Ⅰ 

（125040072） 

南あわじ市福良（別図63の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図63のとおり 

向谷(3)Ⅰ 

（125040073） 

南あわじ市福良（別図64の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図64のとおり 

向谷(2)Ⅰ 

（125040074） 

南あわじ市福良（別図65の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図65のとおり 

向谷(1)Ⅰ 

（125040075） 

南あわじ市福良（別図66の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図66のとおり 

向谷(4)Ⅰ 

（125040076） 

南あわじ市福良（別図67の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図67のとおり 

東本町(1)Ⅱ 

（125040077） 

南あわじ市福良（別図68の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図68のとおり 

東本町(2)Ⅱ 

（125040078） 

南あわじ市福良（別図69の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図69のとおり 

東本町(3)Ⅱ 

（125040079） 

南あわじ市福良（別図70の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図70のとおり 

北納屋町(1)Ⅱ 

（125040080） 

南あわじ市福良（別図71の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図71のとおり 

北納屋町(2)Ⅱ 

（125040081） 

南あわじ市福良（別図72の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図72のとおり 

北納屋町(3)Ⅱ 

（125040082） 

南あわじ市福良（別図73の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図73のとおり 

東十軒家(1)Ⅱ 

（125040083） 

南あわじ市福良（別図74の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図74のとおり 

仁尾(1)Ⅱ 

（125040084） 

南あわじ市福良（別図75の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図75のとおり 

仁尾(2)Ⅱ 

（125040085） 

南あわじ市福良（別図76の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図76のとおり 

仁尾(3)Ⅱ 

（125040086） 

南あわじ市福良（別図77の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図77のとおり 
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仁尾(4)Ⅱ 

（125040087） 

南あわじ市福良（別図78の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図78のとおり 

仁尾(5)Ⅱ 

（125040088） 

南あわじ市福良（別図79の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図79のとおり 

仁尾(6)Ⅱ 

（125040089） 

南あわじ市福良（別図80の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図80のとおり 

仁尾(7)Ⅱ 

（125040090） 

南あわじ市福良（別図81の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図81のとおり 

東十軒家(2)Ⅱ 

（125040091） 

南あわじ市福良（別図82の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図82のとおり 

仁尾(8)Ⅱ 

（125040092） 

南あわじ市福良（別図83の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図83のとおり 

仁尾(9)Ⅱ 

（125040093） 

南あわじ市福良（別図84の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図84のとおり 

刈藻(1)Ⅱ 

（125040094） 

南あわじ市福良（別図85の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図85のとおり 

刈藻(2)Ⅱ 

（125040095） 

南あわじ市福良（別図86の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図86のとおり 

刈藻(3)Ⅱ 

（125040096） 

南あわじ市福良（別図87の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図87のとおり 

坂本Ⅱ 

（125040097） 

南あわじ市福良（別図88の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図88のとおり 

刈藻(4)Ⅱ 

（125040098） 

南あわじ市福良（別図89の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図89のとおり 

刈藻(5)Ⅱ 

（125040099） 

南あわじ市福良（別図90の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図90のとおり 

刈藻(6)Ⅱ 

（125040100） 

南あわじ市福良（別図91の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図91のとおり 

刈藻(7)Ⅱ 

（125040101） 

南あわじ市福良（別図92の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図92のとおり 

刈藻(8)Ⅱ 

（125040102） 

南あわじ市福良（別図93の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図93のとおり 

刈藻(9)Ⅱ 

（125040103） 

南あわじ市福良（別図94の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図94のとおり 

鳥取(1)Ⅱ 

（125040104） 

南あわじ市福良（別図95の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図95のとおり 

鳥取(2)Ⅱ 

（125040105） 

南あわじ市福良（別図96の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図96のとおり 

向谷(1)Ⅱ 

（125040106） 

南あわじ市福良（別図97の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図97のとおり 
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向谷(2)Ⅱ 

（125040107） 

南あわじ市福良（別図98の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図98のとおり 

向谷(3)Ⅱ 

（125040108） 

南あわじ市福良（別図99の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図99のとおり 

東本町(1)Ⅲ 

（125040109） 

南あわじ市福良（別図100の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図100のとおり 

東本町(3)Ⅲ 

（125040111） 

南あわじ市福良（別図101の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図101のとおり 

仁尾(1)Ⅲ 

（125040112） 

南あわじ市福良（別図102の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図102のとおり 

仁尾(2)Ⅲ 

（125040113） 

南あわじ市福良（別図103の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図103のとおり 

仁尾(3)Ⅲ 

（125040114） 

南あわじ市福良（別図104の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図104のとおり 

うずしお台(1)Ⅲ 

（125040115） 

南あわじ市福良（別図105の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図105のとおり 

東十軒家Ⅲ 

（125040116） 

南あわじ市福良（別図106の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図106のとおり 

刈藻Ⅲ 

（125040118） 

南あわじ市福良（別図107の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図107のとおり 

向谷(1)Ⅲ 

（125040119） 

南あわじ市福良（別図108の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図108のとおり 

向谷(2)Ⅲ 

（125040120） 

南あわじ市福良（別図109の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図109のとおり 

向谷(3)Ⅲ 

（125040121） 

南あわじ市福良（別図110の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図110のとおり 

稲田南Ⅱ 

（125040128） 

南あわじ市賀集生子（別図

111のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図111のとおり 

沼島(2)Ⅰ 

（125040275） 

南あわじ市沼島（別図112の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図112のとおり 

沼島(4)Ⅰ 

（125040276） 

南あわじ市沼島（別図113の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図113のとおり 

岡ノ坂Ⅰ 

（125040277） 

南あわじ市沼島（別図114の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図114のとおり 

奥小路Ⅰ 

（125040279） 

南あわじ市沼島（別図115の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図115のとおり 

小水ノ浦Ⅰ 

（125040280） 

南あわじ市沼島（別図116の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図116のとおり 

中Ⅰ 

（125040281） 

南あわじ市沼島（別図117の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図117のとおり 
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八幡西川Ⅰ 

（225040001) 

南あわじ市賀集八幡（別図

118のとおり） 
土石流 別図118のとおり 

鍛治屋北谷Ⅱ 

（225040008) 

南あわじ市賀集鍛治屋（別

図119のとおり） 
土石流 別図119のとおり 

原田西谷Ⅰ 

（225040013) 

南あわじ市福良（別図120の

とおり） 
土石流 別図120のとおり 

向谷北谷Ⅰ 

（225040021) 

南あわじ市福良（別図121の

とおり） 
土石流 別図121のとおり 

原田川左支Ⅱ 

（225040026) 

南あわじ市福良（別図122の

とおり） 
土石流 別図122のとおり 

（別図１から別図122までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、淡路県民局洲本土木事務所及び南あわ

じ市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第77号 

 総合治水条例（平成24年兵庫県条例第20号）第13条第２項の規定により、次の重要調整池について、同条例

第11条第２項の技術的基準に適合することを確認した。 

平成31年１月29日 

北播磨県民局長 濵 西 喜 生  

１ 重要調整池の所在地 

三木市細川町垂穂字槙山894番地の60号外 

２ 重要調整池の所有者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

名 称 住   所 代表者の氏名 

株式会社 延田エンタープラ

イズ 
大阪市中央区心斎橋筋２丁目１番６号 延 田 久弐生 

 

 

兵庫県告示第78号 

 総合治水条例（平成24年兵庫県条例第20号）第13条第２項の規定により、次の重要調整池について、同条例

第11条第２項の技術的基準に適合することを確認した。 

平成31年１月29日 

                      西播磨県民局長 東 元 良 宏  

１ 重要調整池の所在地 

 たつの市新宮町下笹字久保田773番１外35筆 

２ 重要調整池の所有者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

名 称 住   所 代表者の氏名 

株式会社ジェイエスピー 東京都千代田区丸の内３丁目４番２号 酒 井 幸 男 

 
 

公 告 

 

肥料の登録 

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第７条の規定により、次のとおり肥料を登録した。 

 平成31年１月29日 
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 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

登録番号 
肥料の種類及び名

称 
保証成分量 

その他の 

規格 

生産業者の氏名又は名称 

及び住所 

登 録 

年月日 

兵庫県肥

料登録第

1731号 

混合有機質肥料 

農産発酵酵素肥料 

窒素全量    2.1％ 

りん酸全量   4.2％ 

加里全量   1.4％ 

公定規格

のとおり 

大和肥料株式会社 

尼崎市浜１丁目２番30号 

平成30年 

７月30日 

 

兵庫県肥

料登録第

1732号 

乾燥菌体肥料 

乾燥菌体肥料１号 

 

窒素全量    6.0％ 

りん酸全量   1.0％ 

加里全量   1.0％ 

同 上 太陽産業株式会社 

高砂市曽根町字新開2952番

地 

同   上 

 

 

 

 

肥料の登録の有効期間の更新 

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第12条第２項の規定により、次のとおり肥料の有効期間を更新した。 

 平成31年１月29日 

 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

登録番号 
肥料の種類及び名

称 
保証成分量 

その他の 

規格 

生産業者の氏名又は名称 

及び住所 

登録の有

効期限 

兵庫県肥

料登録第

1441号 

魚かす粉末 

81魚かす粉末 

窒素全量   8.0％ 

りん酸全量  11.5％ 

  

該当なし 片倉コープアグリ株式会社 

東京都千代田区九段北一丁

目８番10号 

平成36年 

８月23日 

兵庫県肥

料登録第

1442号 

混合有機質肥料 

バイオノ有機－Ｓ 

 

窒素全量   7.2％ 

りん酸全量   4.0％ 

加里全量     2.5％ 

公定規格

のとおり 

高砂飼料工業株式会社 

高砂市荒井町御旅２丁目１

番17号 

平成33年 

９月13日 

兵庫県肥

料登録第

1492号 

化成肥料 

くみあい有機入り

粒状複合653号 

窒素全量   6.0％ 

りん酸全量   5.0％ 

 内く溶性りん酸 

       4.6％ 

加里全量   3.0％ 

 内く溶性加里 

         2.5％ 

 内水溶性加里 

             1.0％ 

同 上 ジェイカムアグリ株式会社 

東京都千代田区神田須田町

二丁目６番６号 

平成36年

12月14日 

兵庫県肥

料登録第

1493号 

混合有機質肥料 

液体魚肥 

窒素全量   7.0％ 

りん酸全量   4.0％ 

加里全量     2.0％ 

同 上 高砂飼料工業株式会社 

高砂市荒井町御旅２丁目１

番17号 

平成3 4年

１月30日 

兵庫県肥

料登録第

1525号 

副産動物質肥料 

液状膠かす１号 

窒素全量   7.5％ 

 

 

同 上 株式会社平成化成 

加東市永福1777番地の56 

平成33年 

12月４日 

兵庫県肥

料登録第

1526号 

魚廃物加工肥料 

粉末有機入り肥料

４－4.5－1.5 

窒素全量   4.0％ 

りん酸全量   4.5％ 

加里全量     1.5％ 

同 上 株式会社ハイポネックスジ

ャパン 

大阪市西淀川区佃１丁目１

番94号 

同   年 

12月10日 
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兵庫県肥

料登録第

1580号 

蒸製骨粉 

豚鶏蒸製骨粉５号 

窒素全量   4.0％ 

りん酸全量  19.0％ 

 

同 上 株式会社平成化成 

加東市永福1777番地の56 

平成36年 

８月30日 

兵庫県肥

料登録第

1582号 

肉骨粉 

トンチキミール 

窒素全量   9.0％ 

りん酸全量   6.0％ 

 

同 上 株式会社パールシーズン 

赤穂市高野１番地17 

同 年 

10月１日 

兵庫県肥

料登録第

1585号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料

531 

窒素全量   5.0％ 

りん酸全量   3.0％ 

加里全量   1.0％ 

同 上 片倉コープアグリ株式会社 

東京都千代田区九段北一丁

目８番10号 

平成33年 

12月27日 

兵庫県肥

料登録第

1586号 

蒸製毛粉 

フェザー１２ 

窒素全量  12.0％ 

 

同 上 エネック株式会社 

姫路市四郷町中鈴29番地 

平成37年 

１月９日 

兵庫県肥

料登録第

1614号 

混合有機質肥料 

オーガニック７・

４・２ 

窒素全量   7.0％ 

りん酸全量   4.0％ 

加里全量    2.0％ 

同 上 高砂飼料工業株式会社 

高砂市荒井町御旅２丁目１

番17号 

平成33年 

10月22日 

兵庫県肥

料登録第

1647号 

副産石灰肥料 

粒状副産石灰肥料 

８号 

アルカリ分 40.0％ 

く溶性苦土   8.0％ 

 

同 上 トーヨーカセイ株式会社 

姫路市青山三丁目13番１号 

平成36年 

10月８日 

兵庫県肥

料登録第

1648号 

乾燥菌体肥料 

楽農舎３ 

窒素全量   7.0％ 

りん酸全量   2.0％ 

加里全量     1.0％ 

同 上 ハリマ産業エコテック株式

会社 

姫路市網干区浜田1223番地

の10 

平成33年 

10月８日 

兵庫県肥

料登録第

1649号 

魚廃物加工肥料 

５．０魚廃物加工

肥料 

窒素全量   5.0％ 

りん酸全量   3.0％ 

 

同 上 有限会社瀬賀商店 

姫路市四郷町見野201番地 

同 年 

10月23日 

兵庫県肥

料登録第

1671号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料Ｋ

ＫＦ432 

窒素全量   4.0％ 

りん酸全量   3.0％ 

加里全量    2.0％ 

同 上 片倉コープアグリ株式会社 

東京都千代田区九段北一丁

目８番10号 

同 年 

11月23日 

 

 

肥料の登録の失効 

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第14条の規定により、次のとおり肥料登録は失効した。 

 平成31年１月29日 

 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

登録番号 肥料の種類 肥料の名称 生産業者の氏名又は名称及び住所 

兵庫県肥料登録 

第1491号 

乾燥菌体肥料 

 

酵母菌体肥料１号 

 

三興株式会社 

大阪府吹田市西御旅町７番16号 

 

 

   落札者等の公示 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

  平成31年１月29日 
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                               契約担当者 

                                 阪神北県民局長 藪 本 訓 弘  

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 

  兵庫県尼崎総合庁舎ほか12施設で使用する電気 予定数量3,414,505キロワット時／年 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

兵庫県阪神北県民局 宝塚市旭町２―４―15 

３ 落札者を決定した日 

  平成31年１月16日 

４ 落札者の名称及び住所 

  関西電力株式会社 大阪市北区中之島３丁目６番16号 

５ 落札金額（税抜） 

  47,890,040円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  平成30年11月20日 
 

警 察 本 部 公 告 

 

入札公告 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成31年１月29日 

契約担当者               

兵庫県警察本部長 西 川 直 哉  

１ 調達内容 

(1) 購入物品及び数量 

   平成31年度兵庫県警察車両のタイヤ及びチューブの購入並びに兵庫県警察本部車両のタイヤ組替え及び

パンク修理の単価契約 

  ア タイヤ         予定数量 4,230本 

  イ チューブ        予定数量   640本 

   ウ タイヤ組替え（普通車）  予定数量 3,180本 

エ タイヤ組替え（大型車） 予定数量   420本 

オ  パンク修理       予定数量    60本 

(2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 納入期間 

   平成31年４月１日（月）から平成32年３月31日（火）まで 

(4) 納入場所 

   契約担当者が指定する場所 

(5) 入札方法 

     上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額 

(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時

までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 
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(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。） の提出期限日及び当該

調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規定する

暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴

力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

３ 入札の参加申込及び入札の方法等 

(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号  

兵庫県警察本部総務部装備課 担当 石塚 

         電話（078）341－7441 内線2344 

  (2)  申込書の提出期間、契約条項を示す期間、入札説明書の交付期間 

   平成31年１月29日（火）から同年２月12日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

   午前10時から午後５時まで 

 (3)  入札・開札の日時及び場所 

   平成31年３月11日（月）午後１時30分 

   神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 兵庫県警察本部６階603会議室 

 (4)  入札書の提出期限 

    上記(3)の入札･開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）による

入札については、平成31年３月８日（金）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

   契約希望金額（入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額）の100分の５以上の額の

入札保証金を平成31年３月７日（木）正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に契

約担当者を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出

すること。 

 (3) 契約保証金 

   契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に契約担当者を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証

金に代えて提出すること。 

(4) 入札者に要求される義務 

  ア この一般競争に参加を希望する者は、四輪及び二輪（特殊な車両を除く。）については、警察本部及び

各警察署ごとの近隣に営業所等を、白バイについては、入札説明書で示す地区ごとに 低１箇所営業所

等を確保し、その一覧表を「営業所及びメンテナンス業者保有（設置）一覧表」で作成し提出すること。 

  イ タイヤ及びチューブの出荷能力があることを証明する「特約店証明書」等を提出すること。 

  ウ 納入しようとするタイヤ等の品質が分かる資料「カタログ」等を提出すること。 

  エ 上記アからウまでの証明書等は、平成31年２月12日（火）までに提出すること。 

  オ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アからウまでの証明書等に関し説明

を求められた場合は、それに応じること。 

(5) 入札に関する条件 

  ア 入札書は、前記３(3)の日時及び場所に直接持参すること。ただし、郵送等による入札の場合は、平成

31年３月８日（金）午後５時までに、前記３(1)の場所に必着のこと。 

  イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成31年４月１日（月））まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 
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  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となったもの以外の者 

コ 入札の対象となる調達に係る予算が議決されその予算の執行が可能であること。 

(6)  入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、申込書又

は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(7) 契約書の作成の要否      

   要作成 

(8)  落札者の決定方法 

 入札説明書で示した車両用タイヤ・チューブを納入、タイヤ交換及びパンク修理ができると契約担当者

が判断した入札者であって財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予

定価格の制限の範囲内で 低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 

(9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５  Summary for the bid announcement 

(1) Person in charge: 

Naoya Nishikawa, Chief of Hyogo Prefectural Police HQ 

(2) Products to be purchased: 

a Tires for vehicles                  Approx. 4,230 

b Inner tubes                         Approx.   640 

c Changing tires(Standard sized car)  Approx. 3,180 

d Changing tires(Large sized car)     Approx.   420 

e Repairing flat tires                Approx.    60 

 (3) Delivery period: 

From April 1, 2019 to March 31, 2020 

 (4) Delivery places: 

The designated place by Chief of Hyogo Prefectural Police HQ 

 (5) Deadline for the application forms: 

17:00 February 12, 2019 

 (6) Deadline for bidding: 

17:00 March 8, 2019 by mail; 

13:30 March 11, 2019 by direct delivery 

 (7) Secretariat: 

Ms. Ishizuka, Equipment Division, Hyogo Prefectural Police HQ  

5-4-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8510  

TEL (078)341-7441 Ext. 2344 
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